
Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

１　職員の採用及び退職の状況（平成21年度退職者及び平成22年度採用者） （単位：人）

（注）１「一般職」欄には、他に区分されない職種を含む。
　　　２（　）内は再任用職員であり、外書きである。

２　採用試験の実施状況（平成22年度） （単位：人）

３　部門別職員数の状況 （単位：人）
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Ⅱ　給与の状況

　 １　人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には職員の給与のほか、共済負担金、退職手当負担金及び常勤・非常勤の特別職報酬なども

　　　含まれる。

２　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１職員手当には退職手当を含まない。
　　　２給与費は当初予算に計上された額である。

３　ラスパイレス指数の状況

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　給与水準を示したものである。

４　職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　　　　諸手当の額を合計したものである。

５　職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円
円 円
円 円
円 円

６　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円

円 円

７　一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

主事 人 ％

副主査 人 ％

主査 人 ％

副主幹及び主任主査 人 ％

課長、主幹 人 ％

参事、総務課長 人 ％

人 ％

在職者なし
在職者なし

構成比
17.0
15.1
20.8
18.9
26.4
1.9

計 53

５級 14
６級 1

100.0

３級 11
４級 10

１級 9
２級 8

区分 標　準　的　な　職　務　内　容 職員数

312,800
高校卒 210,600 267,400

一般行政職
大学卒 244,700

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

151,000
中学卒 120,300 128,000

区 分 初　任　給 ２年後の給料

一般行政職
187,200

高校卒 142,500 151,000

技能労務職

大学卒 175,100

高校卒 142,500

44.3

一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

- - -
平均給料月額 平均給与月額

363,151円327,824円

94.6

95.5
97.5
95.1

平成21年度

全国町村平均

平均年齢

千円 千円
21年度

平成22年度
93.9
97.1

平田村
県内町村平均

千円
69 262,084 36,940 99,415 398,439 5,774
人 千円 千円

区 分
職 員 数 給 与 費 一人あたり給与

A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B B／A

千円 ％ ％

7,101 4,186,565 170,870 686,927 16.41 18.42
21年度

人 千円 千円

人 件 費 人件費率 　（参考）

（21年度末） A B B／A 19年度の人件費率
区 分

住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支



８　職員手当の状況（平成２２年４月１日現在）
（１）期末手当・勤勉手当

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（２）退職手当（平成２２年４月１日現在）

（３）時間外勤務手当

（４）その他の手当

平 田 村 国
一人当たり平均支給額（21年度）

1,447 千円
一人当たり平均支給額（21年度）

- 千円
（21年度支給割合） （21年度支給割合）

期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
2.65 月分 1.40 月分 2.75 月分 1.40 月分
(1.45)）月分 (0.75)）月分 (1.50)）月分 (0.70)）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～１５％ 　・役職加算　５～２０％

　・管理職加算　１０～２５％

平 田 村 国
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.50月分 30.55月分 勤続２０年

47.50月分 59.28月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分 勤続２５年

23.50月分 30.55月分
33.50月分 41.34月分

59.28月分 59.28月分
勤続３５年 47.50月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額

59.28月分 勤続３５年

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

　支給実績　（21年度決算） 8,889 千円

（退職時特別昇給 　無　）

151 千円
　支給実績　（20年度決算）
　職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

6,294 千円

扶養手当 1人目のみ

2人目まで、1人あたり

3人目から、1人あたり

加算1人あたり

扶養親族（配偶者なし）

上記以外の扶養親族

16歳～22歳までの子

借家・借間

公共交通機関利用者

（通勤距離2㎞以上）

自家用車等利用者

　職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 123 千円

扶養親族（扶養しない配偶
者を有する場合）

1人目のみ 6,500円

13,000円

手当名 区分

日直により休日に勤務した場合

配偶者

日直手当

55,000円を超えた場合は、その超えた
額の2分の1の額を55,000円に加算

55,000円までは運賃相当額

11,000円
6,000円
6,000円
5,000円

（通勤距離2㎞以上）

7,046

4,969

1回につき　 4,200円

70㎞超　38,100円

給料月額×7％

給料月額×5％

給料月額×4％

最高支給額

2,200円から38,100円

1,025 千円

金額等
支給実績

（21年度決算）

千円

2,841 千円
27,000円

（家賃9,500円以上の場合）
住居手当

千円

5,570 千円

通勤距離2～70㎞以上

課長の職にある職員

主幹の職にある職員

課長補佐の職にある職員

管理職
手　当

通勤手当



Ⅲ　勤務時間の状況

１　勤務時間の状況

２　一般職員の年次有給休暇の取得状況（各年１月１日～１２月３１日）

３　病気休暇及び特別休暇の状況
（１）病気休暇

（２）特別休暇

４　介護休暇の取得状況

（単位：人）

男性職員
女性職員
計 0

６月以下
0
0

１月を超え
２月以下

２月を超え３月を超え４月を超え５月を超え
３月以下 ４月以下 ５月以下

１年に５日以内
連続する７日以内
その都度１日以内
必要と認められる期間

6.1日

　職員が負傷又は疾病の為に療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない場合に認めら
れる休暇。

（残った休暇の翌年へ
の繰越　最大20日）

20日

休息時間休憩時間

12:00－13:0017:15 －

開始時刻

平成２１年　平均取得日数

終了時刻

8:30

１週間の
勤務時間

38時間45分

付与日数

7時間45分

１日の
勤務時間

風水震火災等により、職員の退勤途上における身体の危険を回
避を事由とする場合

生後満1年3月に達しない生児を育てる女子職員の休暇

付与日数
産前８週間以内　産後８週間以内
２日以内
１日２回各４５分以内
１年に５日以内
その都度２日以内
配偶者の場合１０日以内　ほか
５日以内

感染症予防法による交通制限又は遮断を事由とする場合
風水震火災等による交通の遮断を事由とする場合

風水震火災等により、職員の住居の滅失又は破壊を事由とする
場合

交通機関の事故等を事由とする場合

父母の祭日の休暇
骨髄移植に係る登録又は骨髄液を提供する場合
選挙権等の権利行使の場合
証人等として官公署へ出頭する場合

忌引休暇
夏季休暇
ボランティア休暇
結婚休暇

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１日２回各４５分以内

必要と認められる期間
必要と認められる期間
必要と認められる期間
必要と認められる期間

　選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当

（平成２２年４月１日現在）
である場合として職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定められている休暇。

1週間の範囲内で必要と認められる期間

種類
産前産後休暇
配偶者の出産休暇
男子職員の育児時間
子の看護の為の休暇
生理休暇

　介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢のため当該配偶者等
を介護することが相当である場合に６月の期間内で認められる休暇で、勤務しない時間は無給となっ
ている。

介護休暇承認期間
取得者数

１月以下



５　育児休業の取得状況

（単位：人）

６　修学部分休業の取得状況

（単位：人）

７　高齢者部分休業の取得状況

（単位：人）

取得者数

平成２１年度中に新たに育児休業が取得可能
となった職員
（育児休業
対象者数）

うち育児休
業取得者数

うち両休業
取得者数

部分休業

女性職員
0
3

0
0

計

男性職員

　育児休業及び部分休業は、職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達する日まで
取得することができるもので、そのうち部分休業については、勤務時間の始め又は終わりに１日を通
じて２時間を超えない範囲で取得できることとなっている。

取得者数
育児休業
取得者数

部分休業

取得者数
0

3

0
0
0

0 0
3 0 0

うち両休業

　なお、育児休業の場合は休業中、部分休業の場合は勤務しない時間が無給となっている。

0

0

2

　高齢者部分休業は、平田村職員の定年等に関する条例に定められた年齢前５年間にある高齢の職員

男性職員
女性職員

5

0
3 3

が、地域ボランティア活動への従事など地域貢献を行なうため等で必要と認められる期間につき、１

　修学部分休業は、職員が学校教育法による高等専門学校及び大学などの教育施設で修学するため２
年を超えない範囲で必要と認められる期間につき、１週間を通じて２０時間を超えない範囲で取得で
きることとなっていて、修学部分休業により勤務しない時間は無給となっている。

計

修学部分休業取得者数
0
0
0

区分

計 0

ない時間は無給となっている。
週間を通じて２０時間を超えない範囲で取得できることとなっていて、高齢者部分休業により勤務し

男性職員 0
女性職員 0

区分 高齢者部分休業取得者数



Ⅳ　分限及び懲戒の状況

　平成２１年度の分限及び懲戒処分の状況

（単位：人）

Ⅴ　服務の状況

（単位：人）

違反者数

0

0
　職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるよ
うな行為をしてはならない。

0
　職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の
団体の役員等を兼ね、若しくは自ら私企業を営み、又は報酬を得て
いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

0

0

0
（地公法第３７条）

営利企業等への従事制限

（地公法第３８条）

争議行為の禁止

　職員は、政治活動等に関与してはならない。

　職員はストライキ等をしてはならない。

区分

（地公法第３５条）

政治的行為

（地公法第３６条）

（地公法第３３条）

秘密を守る義務

（地公法第３４条）

限が課せられています。

　職員は、法令等に従い、かつ、上司の命令に従わなければ
ならない。

職務に専念する義務

命令に従う義務

（地公法第３２条）

信用失墜行為の禁止

0
　職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を
退いた後も同様とする。

　職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務
にのみ専念しなければならない。

内容

処分者数 0

　職員の服務については、地方公務員法第３０条において、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために
勤務し、全力で職務を遂行しなければならないとしています。職務の遂行にあたって職員には次の義務や制

0 0 0 00 0

懲戒処分

　分限制度は、公務能率の維持を目的として、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分です。
分限処分には、免職、休職、降任、降給の４種類があり、職員に対して行なわれる処分です。

　懲戒処分は、公務員としてふさわしくない非行があった場合に公務関係の秩序を維持するために、職員の道

義的責任を追及して行なう処分です。懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の４種類がありこちらも職員に対

して行なわれる処分です。

区分
分限処分

免職 休職 戒告

0

降任 降給 免職 停職 減給



Ⅵ　研修及び勤務成績の評定の状況

１　平成21年度における職員研修の実施状況

２　勤務成績の評定の実施状況

　 未実施

Ⅶ　福祉及び利益の保護の状況

１　平成21年度における健康診断等の実施状況

２　平成21年度における公務災害の状況

３　公平委員会の状況
（１）　公平委員会の事務委託

（２）　公平委員会の権限

（３）　福島県人事委員会より報告を受けた公平委員会の業務の状況

に係る管理職員等の範囲を定める規則の改正月日）　　規則改正なし

0件

て処理させることができることとなっています。

　本村では、公平委員会の事務を福島県人事委員会に委託しています。

　　　○　管理職等の範囲の指定の状況　　　（県の公平委員会に事務を委託している地方公共団体の職員

　○　職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執る

　　こと　

　○　職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対しての裁決又は決定をすること

　○　職員の苦情を処理すること

　①　勤務条件に関する措置の要求の状況　　該当無し

　②　不利益処分に関する不服申立ての状況　　該当無し

7

また、毎年７月末日までに前年度の業務の状況の報告を福島県人事委員会から受けることとしています。

　③　その他

　　　○　職員団体の登録状況　　　　　　　　　登録職員団体名「自治労平田村職員労働組合」

計

計

　地方公務員法第７条第３項の規定により、村は公平委員会を置くこととされています。

　さらに、同法第７条第４項の規定では、この公平委員会の事務を他の地方公共団体の人事委員会に委託し

0件

0件

　公平委員会の権限は地方公務員法第８条第２項に定められています。その主な内容は次のとおりです。

平成21年9月

平成21年11月 16

66人

通勤による災害

区分

平成21年9月

43

4

実施時期

10人

受診者数

受講人数

1

5

監督者
ふくしま自治研修センター

セミナー

管理者

区分 研修先

特別
研修

職層
研修

その他

新採用職員

係員

専門

種類

公務上の災害

生活習慣病予防検診

婦人がん検診

人間ドック

発生件数


